
衛
星
画
像
を
使
っ
た
米
の
適
期
収
穫
に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
３
）

農　業

市
・
県
民
税
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
問 

伊
奈
庁
舎
税
務
課

　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
３
０
７
）

　
令
和
２
年
度
市
民
税
・
県
民
税
税

額
決
定
通
知
書
兼
納
税
通
知
書
（
以

下
「
納
税
通
知
書
」）
は
、
６
月
12

日
㈮
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。
納
税

通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
所
得
や

控
除
の
内
容
に
つ
い
て
、
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
郵
便
事
情
に
よ
り
お
届
け

に
時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
届
か
な
い
場
合
に
は
、
お
手
数

で
す
が
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
誤
っ
て
他
人
あ
て
の
納
税

通
知
書
が
配
達
さ
れ
た
場
合
や
そ
れ

を
誤
っ
て
開
封
し
て
し
ま
っ
た
場
合

に
は
、
最
寄
り
の
郵
便
局
へ
ご
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
納
付
方
法

　
納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

納
税
額
・
納
付
方
法
な
ど
の
内
容
を

確
認
し
、
同
封
の
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
に
よ
り
、
各
納
期
限
ま
で
に

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
場
合
の
振
替
日
は
、

各
納
期
限
日
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ

れ
ま
で
に
預
貯
金
残
高
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

🆀  令和元年中に会社を退職し現在は無職ですが、「納税
通知書」が送られてきたのはなぜですか？
🅰 市・県民税は前年１月～ 12 月の収入をもとに算定され
ます。そのため、現在収入がなくても昨年中に一定の収入が
ある場合は市・県民税を納付していただく必要があります。

🆀 家族の扶養に入っています。パート（アルバイト）収
入が 103 万円以内なのに「納税通知書」が送られてきた
のはなぜですか？
🅰 昨年の給与収入が 93 万円を超えると、市・県民税が
課税されます。市・県民税は扶養主にまとめて課税され
るわけではなく、一定の収入がある方に対して個人ごと
に課税されます。

🆀 今年の１月に亡くなった家族の分の「納税通知書」
が送られてきました。納付しなくてはいけないのでしょ
うか。
🅰 市・県民税の賦課基準日は１月１日です。その時点で
ご存命だった場合は、「納税通知書」が届く前に亡くなっ
ていたとしても、その相続人の方に納付していただく必要
があります。

🆀 今年の３月につくばみらい市に引っ越してきました
が、前に住んでいた市区町村から「納税通知書」が送ら
れてきたのはなぜですか？
🅰 市・県民税は１月１日時点でお住まいだった市区町村
に納めていただきます。また、課税証明書や所得証明書
などの証明書も前の市区町村で発行されます。

よくある質問

その疑問に

お答えします！ 🆀＆🅰

🆀 ふるさと納税をしてワンストップ特例を申請したのに
課税に反映されていないのはなぜですか？
🅰 確定申告をしていませんか？確定申告をするとワンス
トップ特例が無効になりますので、申告をする際には寄
附金を含めた内容で申告する必要があります。ふるさと
納税を含めた確定申告をしているのに寄附金控除が反映
されていないという方は、税務課までお問い合わせくだ
さい。

衛
星
画
像
か
ら
水
分
量
測
定

燃
料
コ
ス
ト
削
減
へ

　
今
年
度
か
ら
市
で
は
井
関
農
機
㈱

と
の
連
携
協
定
に
基
づ
き
，
先
端
技

術
を
活
用
し
た
農
業
の
推
進
を
図
り

ま
す
。
今
年
度
の
取
り
組
み
の
一
つ

と
し
て
、
人
工
衛
星
か
ら
圃
場
を
撮

影
し
、
稲
の
水
分
含
有
量
な
ど
を
測

定
す
る
こ
と
で
適
期
に
収
穫
を
行

い
、
燃
料
コ
ス
ト
削
減
の
実
証
を
図

る
も
の
で
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
本

事
業
の
取
り
組
み
に
ご
協
力
い
た
だ

け
る
水
稲
農
家
を
15
経
営
体
程
度
募

集
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
か
ら
の
ご

連
絡
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
産
業
経
済
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
期
間
＝
６
月
１
日
㈪
～
７
月

　
31
日
㈮

水
稲
病
害
虫
防
除
薬
剤
購
入
費
を
補
助
し
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
３
）

農　業

　
良
質
米
の
生
産
お
よ
び
農
業
者
の

経
営
安
定
を
図
る
た
め
、
水
稲
病
害

虫
防
除
対
策
と
し
て
使
用
す
る
薬
剤

（
除
草
剤
を
除
く
）
の
購
入
費
に
対

し
補
助
を
行
い
ま
す
。

▼
補
助
対
象
者
＝
市
内
在
住
の
稲
作

　
農
家
お
よ
び
稲
作
を
行
う
生
産
組
織

▼
補
助
対
象
経
費
＝
水
稲
病
害
虫
防

　
除
薬
剤
の
購
入
費
（
消
費
税
を
除

　
く
）
の
20
㌫
以
内

※
令
和
２
年
産
水
稲
作
付
計
画
面
積

（
主
食
用
米
）
に
対
す
る
使
用
基
準

を
上
限
と
し
ま
す
。

※
補
助
金
は
予
算
の
範
囲
内
で
の
交

付
と
な
り
ま
す
。
申
請
額
が
予
算
額

に
達
し
た
段
階
で
申
請
受
付
を
締
め

切
り
と
い
た
し
ま
す
。

▼
申
請
方
法
＝
納
品
書
（
購
入
薬
剤

　
名
、
単
価
、
数
量
の
記
載
が
わ
か

　
る
も
の
）
お
よ
び
領
収
書
と
、
認

　
印
、
振
込
先
が
分
か
る
も
の
を
持

　
参
の
上
、
谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済

　
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
Ｈ
Ｐ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
、
ま
た
は
産
業
経
済
課
窓
口
に
て

取
得
で
き
ま
す
。
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